
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
佐久圏域における新規陽性者の増加が継続しており、感染の拡大に警戒が必要な状態で

あると認められることから、同圏域の感染警戒レベルを３に引き上げ、「新型コロナウ

イルス警報」を発出します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

１ 感染の状況等 

佐久圏域の直近１週間（12 月 26 日～１月１日）の新規陽性者数は 30 人で、人口 10万人

当たりでは 14.67 人とレベル３の基準の 10.0 人を超えています。また、高齢者施設で集団

的な感染が確認されているほか、経路不明の感染事例などが発生しており、感染の拡大に警

戒が必要な状態であると認められることから、佐久圏域の感染警戒レベルを３に引き上げ、

「新型コロナウイルス警報」を発出します。 

なお、レベル３は、徹底的な感染防止策を講じつつ、社会経済活動との両立を図るために

全力を尽くしていく段階です。そのため、過度に活動自粛を求めるのではなく、県としての

感染症対策を強化することにより対応してまいります。 

 

２ 佐久圏域における県の対策の強化 

  県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。佐久圏域にお住まいの皆様、事業

者の皆様は、対策の実施にご協力いただくようお願いします。 
 
① クラスター対策チームを派遣し、感染拡大を防止します 

必要に応じ、感染が発生した施設等へ医師をリーダーとするクラスター対策チーム

（CCT-Nagano）を派遣し、感染の封じ込めを図ります。 

 

② 積極的な検査を実施します 

  疫学調査に基づき、感染事例に係る濃厚接触者の把握と全員検査に加え、接触者につい

ても幅広く検査対象として積極的に検査を実施します。 

 

③ 市町村と連携して感染防止のための情報発信を強化します 

基本的な感染対策として徹底していただきたい事項などについて、住民の皆様等に情報

が行きわたるように、市町村と連携して発信を強化します。 
 
④ 事業者に感染拡大予防ガイドラインの遵守等を強力に働きかけます 

  新型コロナウイルス感染症対策本部地方部のガイドライン周知・推進チームにより、

個々の事業者、店舗へのガイドラインのさらなる周知や支援策の紹介を行うとともに、飲

食店、宿泊施設等の事業者に対しては、県が定めた感染対策を講じる「信州の安心なお店

認証制度」への登録を働きかけます。 
 
３ 感染拡大防止のお願い 

  これ以上の感染拡大を防ぐため、佐久圏域にお住まいの皆様、事業者の皆様は、別紙「年

末年始を迎えるにあたってのお願い」に特に留意し、感染防止対策の徹底をお願いします。 

 

※ オミクロン株による感染の動向などにより、お願いの内容を変更する場合には改めてお知

らせします。 

長野県(危機管理部)プレスリリース 令和４年(2022年)１月２日 
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年末年始を迎えるにあたってのお願い（令和３年12月27日改定）

感染性・伝播性の高さ、ワクチンの感染予防効果が低下する可能性などが指摘

されているオミクロン株の市中感染が国内で確認されています。

また、しばらく落ち着いていた本県の新規陽性者数は徐々に増加しています。

年末年始は、気温の低下により換気が不十分になりがちになったり、人の往来、

行事や会食の機会も多くなることから、感染の急激な拡大が懸念されます。

令和４年１月10日までは「感染拡大予防期間」ですので、県民及び事業者の皆

様、長野県に来訪される皆様は、オミクロン株による感染の動向等を踏まえ、基

本的な感染防止対策を徹底するなど慎重な行動をとっていただくとともに、特に

次の点についてのご協力をお願いいたします。
令和３年12月27日
長野県知事 阿部 守一

○ 帰省や旅行は慎重に検討し、行う場合には基本的な感染防止対策を徹底する
など十分注意するとともに、「新たな旅のすゝめ」を守ってください。

○ 長野県へ来訪される前にワクチン接種又は検査の実施を推奨します。

新型コロナウイルスを県内に持ち込まないために

安心で元気な長野県を取り戻すために（ワクチン接種について）

○ ワクチン接種がお済みでない方は効果と副反応を知った上で、ワクチン接種
をご検討ください。

○ 外出の際は混雑した場所を避け、また、普段会わない方と会う時は慎重な対
応をしてください。

○ 忘年会・新年会や会食は、自宅での実施を含め、基本的な感染防止対策を徹
底するなど十分注意するとともに、「新たな会食のすゝめ」を守ってください。

○ 初詣や成人式の集まりなど年末年始の恒例行事等は、できるだけ分散化・小
規模化にご協力ください。

○ ワクチン未接種の方は慎重な行動をしていただくとともに、ワクチンの感染
予防効果が時間の経過とともに低下することから、ワクチン接種済みの方も感
染防止対策を継続するなど慎重な行動をしてください。

県内で感染を広げないために

※ 主な改定は下線部。 オミクロン株による感染の動向等により内容をさらに変更する場合があります。

「思いやり」と「支え合い」で新型コロナを乗り越えましょう

基本的な感染防止対策を徹底するために

○ マスクの正しい着用、正しい手洗い・手指消毒、十分な換気、ゼロ密を意識

○ 県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けること
ができない方もいます。差別や誹謗中傷は行わず、県民お一人おひとりが「思
いやり」の心を持ち「支え合い」の輪を広げましょう。

感染拡大と重症化を防止するために

○ 少しでも体調に異変を感じた場合（発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、
味覚・嗅覚の異常など）は、外出せず、速やかに医療機関に相談してください。



県内の感染警戒レベル（R4.1.2現在） 
 
 

 

１圏域 佐久圏域 

 

９圏域 上田圏域、諏訪圏域、上伊那圏域、 

南信州圏域、木曽圏域、松本圏域、 

北アルプス圏域、長野圏域、北信圏域 
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感染警戒レベル３の圏域 

感染警戒レベル１の圏域 


